
外国人介護人材受入れについて

福岡県保健医療介護部高齢者地域包括ケア推進課介護人材確保対策室
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介護職員数の推移
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介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向
～有効求人倍率と失業率の動向～
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75歳以上人口は、都市部で急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況

は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。 ※都道府県名欄の（）内の数字は倍率の順位

埼玉県(1) 千葉県(2) 神奈川県(3) 愛知県(4) 大阪府(5) ～ 福岡県(11) ～ 鹿児島県(45) 秋田県(46) 山形県(47) 全国

2015年 77.3万人 70.7万人 99.3万人 80.8万人 105.0万人 63.5万人 26.5万人 18.9万人 19.0万人 1632.2万人

＜＞は割合 ＜10.6%＞ ＜11.4%＞ ＜10.9%＞ ＜10.8%＞ ＜11.9%＞ ＜12.5%＞ ＜16.1%＞ ＜18.4%＞ ＜16.9%＞ ＜12.8%＞

2025年 120.9万人 107.2万人 146.7万人 116.9万人 150.7万人 86.2万人 29.5万人 20.9万人 21.0万人 2180.0万人

＜＞は割合 ＜16.8%＞ ＜17.5%＞ ＜16.2%＞ ＜15.7%＞ ＜17.7%＞ ＜17.1%＞ ＜19.5%＞ ＜23.6%＞ ＜20.6%＞ ＜17.8%＞

（）は倍率 (1.56倍) (1.52倍) (1.48倍) (1.45倍) (1.44倍) (1.36倍) (1.11倍) (1.11倍) (1.10倍) (1.34倍)

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」より作成

地域ごとの状況（都道府県別有効求人倍率（平成30年11月）と地域別の高齢化の状況
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福岡県における介護人材確保の状況

○介護職員数の推移

○有効求人倍率の動向
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【出典：全国 厚生労働省「職業安定業務統計」、福岡県 福岡労働局「事例・統計情報」

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

（2013年度） （2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度）

介護職員数 70,253人 72,044人 74,279人 78,095人 80,073人

下段：対前年度 ＋1,791人 ＋2,235人 ＋3,816人 ＋1,978人

年度

H29.5 H30.5 H30.6 H30.7 H30.8 H30.9 H30.10 H30.11 H30.12 H31.1 H31.2 H31.3 H31.4 R1.5

1.49 1.60 1.62 1.63 1.63 1.64 1.62 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.62
職業別有効求人倍率
（パートタイムを含む常用）

介護サービスの職業 3.21 3.66 3.83 4.03 4.07 4.16 4.18 4.28 4.47 4.31 4.19 4.06 3.94 4.02

1.48 1.60 1.65 1.64 1.61 1.60 1.58 1.56 1.55 1.58 1.59 1.61 1.64 1.59
職業別有効求人倍率
（パートタイムを含む常用）

介護サービスの職業 2.28 2.51 2.87 3.45 3.60 3.57 3.50 3.17 3.23 3.58 3.52 3.42 3.30 2.91

全
国

有効求人倍率（季節調整値）

福
岡
県

有効求人倍率（季節調整値）
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福岡県の介護人材の必要数

○介護職員数の需要推計

2016年度の約７万８千人に加え、2025年度末までに約１万７千人

（年間２千人程度）の介護人材を確保する必要がある

平成28年度 2025年度

（2016年度） 需要見込み

介護職員数 78,095人 95,246人

下段：対2016年度 ＋17,151人

年度
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日本語能力試験の目安

日本語能力 目 安

Ｎ１ 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる

Ｎ２
日常的な場面で使われる日本語の理解に加えて、より幅広い場面で使われる日本語を理
解することができる

Ｎ３ 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる

Ｎ４ 基本的な日本語を理解することができる

Ｎ５ 基本的な日本語をある程度理解することができる
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○ＥＰＡとは？

Economic Partnership Agreement（経済連携協定）の略

→貿易の自由化に加え、さまざまな分野での協力の要素等を含む、

幅広い経済関係の強化を目的とする協定

○二国間の連携強化を目的として、日本の介護施設等で就労・研修

をしながら、日本の介護福祉士資格取得を目指すもの

①ＥＰＡ（経済連携協定）に基づく受入れ
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○在留資格

「特定活動」

○在留期間

・資格取得前４年（４年目に資格取得ができなかった場合も、一定の条

件を満たせば１年延長可）

・資格取得後、介護業務に従事する場合、家族帯同が可能となり、在

留期間の更新回数に制限なし

○雇用して６か月後に配置基準に含められる（Ｎ２以上の場合は雇用後

すぐ）

①ＥＰＡ（経済連携協定）に基づく受入れ
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○受入れの仕組み

公益社団法人国際厚生事業団（ＪＩＣＷＥＬＳ：ジクウェルズ）へ求人

登録申請

※受け入れ施設としての要件あり

○福岡県での受入れ状況

・H21年度から今年度までの間に介護福祉士候補者112人を受入れ

（R１年６月末現在、22施設で86人を受入れ中）

・期間満了して国家試験を受験した22人のうち18人が介護福祉士

の資格を取得

①ＥＰＡ（経済連携協定）に基づく受入れ
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○在留資格

「介護」

○在留期間

・５年、３年、１年又は３か月

・家族帯同が可能で、在留期間の更新回数に制限なし

○雇用してすぐに配置基準に含められる

②資格を取得した留学生への在留資格付与（在留資格「介護」の創設）
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○福岡県内の介護福祉士養成施設における学生の状況

【高齢者地域包括ケア推進課調べ】

○留学生の卒業後の進路

【高齢者地域包括ケア推進課調べ】

○在留資格「介護」の在留外国人数（H30年12月末現在）

【出典：法務省「在留外国人統計」】

定員数 学生数 うち留学生 留学生の割合

平成29年度（14校16課程） 1,155人 491人 29人 5.9％

平成30年度（14校16課程） 1,195人 486人 67人 13.8％

令和元年度（15校17課程） 1,120人 471人 155人 32.9％

在留外国人総数 うち在留資格「介護」

全国 2,731,093人 185人

福岡県 77,044人 6人

②資格を取得した留学生への在留資格付与（在留資格「介護」の創設）
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卒業者 福祉・介護・医療関係就職者

平成30年３月卒業 6人 6人

平成31年３月卒業 22人 21人



③技能実習制度への介護職種の追加

○在留資格

「技能実習」

○在留期間

・最長５年

・１年ごとの期間更新又は在留資格の変更が必要

○雇用して６か月後に配置基準に含められる（Ｎ２以上の場合は雇用

後すぐ）
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③技能実習制度への介護職種の追加

※技能実習「介護」の固有要件
として、日本語能力要件を満た
す必要がある。
＜技能実習第１号＞

日本語能力試験のＮ４合格者
その他これと同等以上の能力
を有する者
＜技能実習第２号＞

日本語能力試験のＮ３合格者
その他これと同等以上の能力
を有する者
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○技能実習「介護」における固有要件

③技能実習制度への介護職種の追加
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○受入れの仕組み

外国人技能実習機構に許可された監理団体の指導のもと技能

実習計画を作成し、同機構による認定を受けることが必要

③技能実習制度への介護職種の追加
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○福岡県での受入れ状況

Ｒ１年６月末までに外国人技能実習機構に認定された計画のうち、

県内介護施設等で受け入れる計画は107人

○介護職種受入れに係る許可を受けた監理団体の状況

県内に住所を有する監理団体は23団体（R１年７月４日現在）

③技能実習制度への介護職種の追加
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老健 特養
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾎｰﾑ

老人
ﾎｰﾑ

ﾃﾞｲ
ｻｰﾋﾞｽ

小規模
多機能

ｼｮｰﾄｽﾃｲ 病院 その他 計

6 38 9 5 12 2 1 34 0 107



○入管法改正（H30年12月）により、在留資格に「特定技能１号」「特定

技能２号」を追加（H31年４月１日施行）

○中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応する

ため、生産性向上や国内人材の確保のため取組みを行ってもなお

人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一

定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れ

④介護分野における特定技能の在留資格に基づく受入れ
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○在留資格

「特定技能１号」

⇒対象14分野に「介護分野」が含まれる

※「特定技能２号」（熟練した技能を要する業務に従事する場合）は対象外

○在留期間

・最長５年

・家族帯同不可

○雇用してすぐに配置基準に含められる（ただし、６か月間は日本人職員が

一体となって介護にあたる、介護技術習得の機会を提供するなど、受入れ

施設においてケアの安全性を確保するためのサポート体制が必要）

④介護分野における特定技能の在留資格に基づく受入れ
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○「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」

・５年間の受入れ見込み数（受入れの上限）

６万人

・人材基準

技能水準：介護技能評価試験等の技能水準

日本語能力水準：国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験

（Ｎ４以上）に加えて介護日本語評価試験

・従事する業務

身体介護等（利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄の介

助等）のほか、これに付随する支援業務（レクリエーションの実施、

機能訓練の補助等）※訪問系サービスは対象外

④介護分野における特定技能の在留資格に基づく受入れ
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ＥＰＡに基づく外国人介護福祉士候補者が介護福祉士国家試験に合

格できるよう、受入れ施設が行う日本語及び介護分野の専門的な知識

に係る学習の支援に要する経費に対して助成

①外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業

30

補助上限額

対象経費 基準額 補助率

日本語学習、介護分野の専門知識の学習及び
学習環境の整備に要する経費

候補者１人につき 235,000円
（入国年度は就労月数に応じて月割計算）

10／10喀痰吸引等研修の受講に要する経費 候補者１人につき 95,000円

外国人介護福祉士候補者の研修担当者の活動
に要する諸手当

１受入れ施設 80,000円



介護福祉士養成施設における、若年世代・留学生の確保のための

取組や、留学生に対するカリキュラム外の日本語学習等の取組に必

要な経費に対して助成

②外国人留学生等の参入促進事業
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介護福祉士資格の取得を目指す意欲ある留学生の修学期間中の支

援を図り、将来当該留学生を介護職員として雇用しようとする介護施設

等の負担を軽減するため、介護施設等が行う奨学金等の一部を助成

※１ 病気等真にやむを得ないと実施主体の長が認める事由により留年した期間については補助対象期間に含める。

※２ 民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等日常生活上で継続的に発生する経費。

③外国人留学生奨学金等支援事業
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補助対象期間
補助上限額

対象経費 基準額 補助率

介護福祉士
養成施設

正規の修学期間※１

学費 年額600,000円以内

基準額の
１／３

入学準備金 200,000円以内（１回限り）

就職準備金 200,000円以内（１回限り）

国家試験受験対策費用 一年度40,000円以内

居住費などの生活費※２ 年額360,000円以内



○ 県内で就労する介護職種の技能実習生及び介護分野における特定

技能外国人を対象に、介護技能等を向上することを目的とした集合研

修を実施予定

○ 研修内容（案）

介護の基本、コミュニケーション技術、文化の理解、介護の日本語

（生活や介護現場で使用する漢字、文章の読み書き、方言、介護

記録の読み書き 等）

○ 研修体制、実施場所等未定

④外国人介護人材受入支援事業
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福祉労働部労働局労働政策課において、以下の取組を実施予定

○ 外国人材受入のための企業向け相談窓口の設置

在留資格「特定技能」や技能実習制度においては、理解・遵守すべき

法令等が多岐にわたることから、企業向けの相談窓口を設置

○ 外国人材活用に係る企業講習会の実施

外国人材活用における労働基準関係法令や雇用管理等に関する講

習会を実施

⑤外国人材受入支援事業
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○外国人介護人材相談支援事業

介護現場で就労する外国人介護人材を対象に多言語で対応

外国人介護人材を雇用する介護施設等からの相談も可

→令和元年度は公益社団法人国際厚生事業団（ＪＩＣＷＥＬＳ）が受託

相談窓口専用電話：０３－６２０６－１１２９

※詳しくは、国際厚生事業団ホームページ＞外国人介護人材相談支援＞日本語

○介護の日本語学習支援等事業

入国後の技能実習生等が、Ｎ３程度の日本語能力試験に合格する

ことを支援するための自律学習支援ツールを提供するＷＥＢコンテ

ンツの運用、介護の日本語テキストの作成

《参考》国の外国人介護人材に関する事業
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